
第７２回大津市児童生徒科学作品展並びに発明工夫作品展開催について 
 

主 催   大津市教育委員会 

共 催   大津市教育会  

       一般社団法人 滋賀県発明協会 

          

１  趣 旨 

・ 児童・生徒の科学的な研究心を高め、創造力を伸ばすとともに、科学教育の振興をはかる。 

 ・「第６５回滋賀県学生科学賞県展」の地区予選を兼ねる。 

 ※「第６５回滋賀県学生科学賞県展」については、展示等は行わず、審査のみとなります。県展の出品

規定についても、例年とは異なります。（詳細は、「７ 備考」に記載しています。） 

   

２  募集作品（部門） 

 （１）科学作品の部 

     （ア）研究記録（観察記録）及び図表 

     （イ）標本（昆虫、貝、植物、鉱物、化石等） 

            ※標本については、採集禁止のもの、採集禁止区域のものがないか注意してください。 

     （ウ）科学製作物（模型、機械、器具、電気、無線等に関する製作物及び製作記録） 

  

（２）発明工夫作品の部 

     （ア）学習や生活に役立つアイデア作品（未発表、創作作品であること） 

     （イ）学用品・日用品・機械器具等を改良したもの 

 

３ 応募上の規定および応募方法 

  通学されている各学校の先生にお聞きください。 

                

４ 展示会（無料公開）  

 （１）期 日  令和３年９月１１日（土）～令和３年９月１２日（日）  

 

 （２）時 間  １０：００～１６：３０   

     

 （３）会 場   大津市生涯学習センター１階 ホール （大津市本丸町６－５０） 

             ※混雑を避けるため、できるだけ少人数での来場にご協力ください。 

 

５ 審査と表彰 

  （１）審査について   

    審査委員会構成    滋賀県発明協会員、大津市立小・中学校理科主任、 

大津市教科等領域別研究会小・中学校理科部会員 

  （２）表 彰 

     （ア）科学研究作品の部 

           最優秀賞（おおむね小学校２点・中学校１点）、優秀賞（おおむね小学校４点・中学校３点）、

佳作 

     （イ）発明工夫作品の部 

           最優秀賞（おおむね１点）、優秀賞（おおむね３点）、佳作 

※佳作以上の入賞作品は、第６５回滋賀県学生科学賞県展へ出品できますが、滋賀県学生科学賞



県展の出品規定に合わない作品は出品できませんので注意してください。（ただし、県展の出

品規定に合わせ、まとめ直した場合は、出品できます。） 

※入賞者名、学校名、作品名などは冊子などで公表することがあります。 

※最優秀賞・優秀賞には賞状を、それ以外には賞詞を贈ります。また、出品者全員に参加賞を贈

ります。 

      

６ お願い 

   本展示会の作品は、審査委員会が厳正に審査します。個別の対応はいたしませんので、予めご理解い

ただいた上でご出品くださいますようお願いいたします。 

 

７ 備 考 

    作品展示規定は、以下のとおりとします。（滋賀県学生科学賞県展の出品規定とは異なります。） 

    〇児童・生徒がレポート用紙やノートなどに直接記録したものを出品してください。     

〇記録・図表の枚数、用紙の種類は制限しない。用紙の大きさは、中学校以上についてはA4レポー

ト用紙(縦297mm×横210mm）または四つ切り画用紙版(縦380mm×横540mm)の用紙が望ましい

です。 

模造紙を利用する場合は以下の規定に従ってください。 

・大きさは５４㎝×７６㎝以下（模造紙半切分）で折込はしないでください。 

        ・横置き横書きにし、表紙をつけ、重ねて綴じてください。 

        ・上部に「さん」を使ってしっかり固定し展示しやすいように配慮してください。 

・表紙には、所定の出品票を添付してください。 

・記録は児童生徒自身でしてください。           

〇出品票には、内容説明を記してください。 

・科学研究作品の部 ２００字以内    ・発明工夫作品の部 ３００字以内 

・参考引用文献、アイデアの出所を必ず明記してください。 

   ・２点以上になる場合は、それぞれに出品票を添付してください。 

（２枚目以降の内容説明不要、複写可） 

〇標本、製作品については、説明のための写真・図表・資料などを添付するほうが望ましいです。 

〇中学校において展示パネルを使用する場合は、２枚分（大きさ１８０ｃｍ×９０ｃｍ）までとし、 

表側だけ展示します。 

〇特に次のことに注意してください。 

・破損・腐敗のおそれのある物・危険物・生き物など、輸送・保管その他で取り扱い困難なものは 

受け付けできません。 

・展示規定の制限を越えるものは受け付けできません。 

・研究の成果よりも、むしろ研究の過程に重点をおいて審査しますのでで、その過程がよく 

わかるように記録の方法や資料の準備などに工夫してください。 

   ・採集禁止区域内の生物･岩石は採集しないでください。（学校の先生に聞いてください。） 

   ・作品は市販の手引き書等の複製でないようにしてください。 

   ・共同研究作品は、それがわかるように示してください 

 

 

 

 



※ 模造紙を利用する場合の作品例  

  大津市への出品は可能ですが、入賞しても、県へは出品規定が異なるため出品できせん。ただし、県

の規定に合わせ、まとめ直した場合は、出品できます。（カメラ等で作品の写真を撮り、A4サイズに

縮小印刷することも可。） 

 

 

                                                                                          

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     ○○○○○○のひみつをさぐる 

 

 

 大津市立◇◇◇学校 

   □ 年 

出品票  

  ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

 
 

第６５回滋賀県学生科学賞県展の出品規定（上記の大津市の作品展示規定とは異なります。） 
 
 
〇児童生徒が直接記録したものを出品することが望ましい。 

〇作品は、以下の３点のいずれかの形式とする。 

  ①A4レポート用紙（縦２９７㎜×横２１０㎜） 
  ②A4もしくはB5サイズのノート（中のマス目のサイズは問わない。自由帳も可） 
  ③A4もしくはB5サイズの紙が入るファイルでも可 

★従来の模造紙半分等の出品はしないこと 
  ★例えば、模造紙半分等で作成した作品を撮ったものを印刷し、冊子にして 

出品するのは可 

〇作品主題は３０文字以内とすること。 

〇記録・図表の枚数は制限しない。 

〇標本類は、できるかぎり写真にして、レポートやノートに貼り付けてください。 

〇発明工夫制作品は、実物でよい。 
 

★模造紙半分の大きさ等の作品は、大津市への出品は可能ですが、入賞しても、県へは、出品規定 

 が異なるため出品できせん。ただし、県の規定に合わせ、まとめ直した場合は、出品できます。 
 
 

←じょうぶなひも 

木のさん等   → 

かたさのあるもの 

※出品票は、下にはみ出ない

ように貼ってください。 


